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第４４回東小川土地区画整理審議会議事録 
 

日  時 ：平成１９年 ９月２６日（水） 午後 １：５５～午後 ３：００ 
場  所 ：焼津市役所 ６階 ６０３号室 
報告事項 ：仮換地指定変更（軽微な変更）について 
議  事 ：第１号議案 第２６回仮換地指定（諮問議案）について 
     ：第２号議案 第４４回東小川土地区画整理審議会の会議資料の公開 
                         又は非公開の決定について 
出席委員 ：五条光男 髙橋嘉一 増田義郎 山田輝夫 吉永 勝 曽根福二 

増田隆一 大畑悦朗 髙松敏明 鈴木 賢 

市出席者 ：岩谷区画整理課長 増田補償担当主幹 堂森工事担当主幹 

       増田事業管理担当係長 原田換地清算担当係長 齊藤主任主査  

       前川主査 鈴木事務員 
（午後 １時５５分 開会） 
会  長 ：挨拶 
岩谷課長 ：挨拶 
五条会長 ：それでは、議題に入る前に本日の議事録署名人を曽根福二委員と増田隆一 
      委員にお願いします。 
      3番の報告事項ですが、仮換地指定変更（軽微な変更）（案）について、説

明お願いします。 
鈴木事務員：仮換地指定変更（軽微な変更）(案)について報告 
五条会長 ：それでは、4番の議事に入ります。第1号議案第26回仮換地指定について  
      。それでは事務局から説明願います。 
鈴木事務員：第１号議案 第２６回仮換地指定について説明 
五条会長 ：第 1 号議案について説明が終わりました。何か質疑がございましたら､ご

意見を伺いたいと思います。 
五条会長 ：今回の指定率ですと、あと２．３％ほどですが、まだ指定できないところ

があるの？指定だけは早く終わらせることはできないのですか？ 
原田係長： ＜焼津市情報公開条例 第7条(2)に該当のため削除＞ 

五条会長 ：それでは採決に移ります。賛成の方、挙手願います。 

              （ 全 員 挙 手 ） 

      全員賛成でございます。 

      続きまして、第2号議案、第44回東小川土地区画整理審議会の会議資料の

公開又は非公開の決定について。説明を求めます。 

増田係長 ：第44回東小川土地区画整理審議会の会議資料の公開又は非公開の決定につ

いて説明。 

髙松委員 ：個人情報とありますが、移転関係の話を女衆の噂話ではよく耳にする。市

役所に聞きに行っているのではないかと思うのだが。 
五条会長 ：市役所に質問をしに行った場合その記録は取っていないのですか？ 
岩谷課長 ：市の情報公開コーナーで、区画整理の質問をされたという記録は取ってい
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ません。また、仮換地の指定状況というのは、お金がかかりますが仮換地

証明を取っていただければ知ることができます。 
      あと、移転補償金がいくらだったという話はご本人が近所で話をすること

はあると思いますが、市がいくら払ったということを他人に話すことはあ

りません。 
曽根委員 ：他人の土地がどこそこにあるとか詳しい人がいるが、そういうのは役所で

公開しているのか？ 
原田係長 ：お金がかかりますが、仮換地の場合、証明で知ることができます。また、

証明で知った地番を法務局で調べると、その土地についている抵当権まで

もが知ることができます。 
五条会長 ：議案のとおりでよろしいですか。 
           （ 全 員 挙 手 ） 

平成１９年の工事の進行状況は予定どおり行きそうですか？ 
増田主幹 ： ＜焼津市情報公開条例 第7条(2)に該当のため削除＞ 
五条会長 ： ＜焼津市情報公開条例 第7条(2)に該当のため削除＞ 
増田主幹 ： ＜焼津市情報公開条例 第7条(2)に該当のため削除＞ 
増田委員 ：下河原公会堂の移転は一番最後のほうになるのか。 
原田係長 ：今年度中には、仮換地の指定をしたいと思っており、ただいま移転場所を

検討中です。 
五条会長 ：それでは以上を持ちまして、第 44 回東小川土地区画整理審議会を終了い

たします。ご苦労さまでした。 
     （午後 ３時００分閉会） 


